
- 1 - 

 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 臨 時 会 

 

令和４年１０月１１日（火曜日） 
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◎ 議 事 日 程 

 

令和４年１０月１１日（火） 午前９時開会、開議 

 

 議事日程第１号 

   日程第１   会議録署名議員の指名 

   日程第２   会期の決定 

   日程第３   議案の上程 

     議第７６号  令和４年度河北町一般会計第６回補正予算について 

   日程第４   提案理由の説明 

   日程第５   議案の審議、採決 

     議第７６号  令和４年度河北町一般会計第６回補正予算について 

閉  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第１号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○漆山光春議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員はありません。ただい

まの出席議員数は13名であります。定足数に

達しておりますので、令和４年10月河北町議

会臨時会を開会します。 

   直ちに本日の会議を開きます。 

   なお、真木𠮷雄代表監査委員が欠席となり

ますので、ご了承願います。 

   本日の議事日程はお手元に配付のとおりで

あります。 

○漆山光春議長 日程第１、会議録署名議員の指

名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第123条の規定

により、議長から指名します。 

     ２番 齋 藤   隆 議員 

     ４番 佐 藤 修 二 議員 

  の両名を指名します。 

○漆山光春議長 日程第２、会期の決定について

を議題とします。 

   お諮りします。本臨時会の会期については、

本日１日限りにしたいと思います。これに異

議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本臨時会の会期は本日１日限りと

決定しました。 

○漆山光春議長 日程第３、議案の上程を行いま

す。 

   議第７６号 令和４年度河北町一般会計第

６回補正予算について 

   以上、１議案を上程します。 

○漆山光春議長 日程第４、提案理由の説明を行

います。 

   提案者から提案理由の説明を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   本日、令和４年10月河北町議会臨時会を招

集いたしましたところ、議員の皆様には何か

とお忙しい中お集まりいただき、厚くお礼申

し上げます。 
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   それでは、本日ご提案申し上げております

議案につきまして、ご説明を申し上げます。 

   議第76号令和４年度河北町一般会計第６回

補正予算について申し上げます。 

   今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ4,763

万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

111億1,849万7,000円とするものであります。 

   歳出から順を追って申し上げます。 

   ３款民生費の社会福祉総務費では、今般の

原油価格高騰への対応として、山形県低所得

世帯の冬の生活応援事業費補助金が拡充され

たことを踏まえ、低所得世帯等を対象とした

灯油購入等に対する助成の額を、現行の１世

帯当たり5,000円から１万円に増額するもの

であります。 

   ４款衛生費の予防費では、２回目の接種を

終えた12歳以上の方を対象として、オミクロ

ン株に対応した新型コロナワクチン接種を実

施するための費用を追加するとともに、５歳

以上11歳以下の子供を対象とした３回目接種

を実施するための費用を追加するものであり

ます。 

   ６款農林水産業費の農地費では、８月３日

からの豪雨災害に伴い、寒河江川土地改良区

が実施した大久保遊水地内における災害応急

復旧事業に対する支援として、河北町土地改

良事業補助金を増額するものであります。 

   11款災害復旧費の農業施設災害復旧費では、

同じく豪雨災害に伴い、溝延地区農道ののり

面崩壊の復旧に要する費用を追加するもので

あります。 

   以上が歳出の概要であります。 

   次に、歳入について申し上げます。 

   15款国庫支出金では、事業の歳出額に合わ

せて、新型コロナウイルスワクチン接種体制

確保事業費国庫補助金等を増額するものであ

ります。 

   16款県支出金では、事業の歳出額に合わせ

て、低所得世帯の冬の生活応援事業費補助金

等を増額するものであります。 

   19款繰入金では、歳入歳出全体の調整のた

め、財政調整基金繰入金を増額するものであ

ります。 

   以上が令和４年度河北町一般会計第６回補

正予算の概要であります。 

   以上、本臨時会に提案いたしました議案に

ついてご説明申し上げましたが、ご審議の上、

ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○漆山光春議長 以上で提案理由の説明を終わり

ます。 

○漆山光春議長 日程第５、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。議案が事前に配付されてお

りますので、審議の際の議案の朗読は省略し

たいと思います。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

   議第76号令和４年度河北町一般会計第６回

補正予算についてを議題とします。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （４番、10番の通告あり） 

   ４番、10番、落ちありませんか。 

   それでは、「４番佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） ページ数は、10、11ペ

ージの３款１項１目にあります社会福祉総務

費についてであります。 

   これまで、町では低所得者に対する生活応

援ということでの給付や、あるいは売上げダ

ウンによって苦しむ地元商店街の人に対する

経済対策としてのほくほく応援券、あるいは

11月、来月から始まる物価高で苦しむ町民の

ための応援券と、こういうふうな事業に取り

組んでいるわけでありますが、今回の灯油券
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というのは県からのこともあってこういうふ

うに増額するわけでありますが、私見ている

には、どうも町民のいろいろな部分でまだま

だ抜けているところがあるのではないかと、

町からの手を差し伸べるべきところがあるの

ではないかなという気がするんですが、一つ

例に出していきますと、同じ３款１項にあり

ます、これは予算は１目ですが、２目にあり

ます心身障がい者の福祉タクシー扶助費なん

かも600円を給付して、そのままずっと何年か

もう600円、500円から600円になっています。 

   今、ガソリンの値上げによって、当時だっ

たら５リットルぐらい入れられたのが、今の

170何ぼで幾らという時代では３リットルぐ

らいしか入れられないんです。そういう状況

を踏まえれば、今回のもいいんですが、もう

少し町全体の施策で手を差し伸べるところが

あるのではないかという点検を町としてやる

べきだと思うんですが、いかがなものでしょ

うか。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 おはようございます。 

   それでは、私のほうから、今の心身障がい

者の福祉給油券ということでの関連でお尋ね

であったというふうに理解しますので、その

ことについて説明させていただきたいと思い

ます。 

   現在、町で心身障がい者の福祉関係の支援

として給油券、これは心身障がい者または障

がい者と生計を一にする方で通院のために車

を運転する介護者、あと養護学校等へ通学さ

せている保護者に対し、給油券を１枚につき

600円助成のものを月１枚交付しているとい

うことになります。 

   そのほかにも、障がい者に対するタクシー

利用料金の一部を助成する心身障がい者福祉

タクシー助成というものもありまして、これ

に関しては１枚につき、小型基本料金の９割

助成となる利用券を月２枚支給しているとい

うことでございます。 

   先ほど、佐藤議員からのお尋ねでは、心身

障がい者等の給油券ということでも、物価高

騰の折、非常に影響が大きくて、そういった

方について本来は手を差し伸べるべきではな

いのかというふうなことかと思いますので、

確かに今年度に入りまして、物価高騰対策と

か、あとそのほかには原油価格高騰に対する

支援でありますとか、様々な形で支援が必要

な方というものに対しては行ってきておりま

すし、これから先も予定されるかなというふ

うなことは考えております。 

   それで、特にこれまで支援を行ってきた

方々というものは、中心となっているのが、

やはり低所得者ということ、あと子育て世帯

ということです。基本的には低所得者世帯と

いうことが基本にはあるんですけれども、そ

ういった方々に手を差し伸べてきたというこ

とでありますので、障がい者に関しましては

特にこの要件には当てはまらないといいます

か、中にはいらっしゃるとは思うのですが、

障がい者というくくりでの支援というものは、

臨時的なものは今年度は特になかったかなと

いうふうに記憶しておるところでございます。 

   そういったこともありますので、本来の考

え方としては、町として本来支援しなければ

ならないところをトータル的に判断しながら、

やはり、支援すべきもの、支援を必要とする

人に対しての支援ということでございますの

で、トータル的な考え方から手を差し伸べて

いかなければならないということは考えてお

ります。 

○漆山光春議長 「４番佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） ぜひ、町の施策として

今までやってきたところで漏れているところ

はないのかと、大変苦しんでいる人たちいな

いのかというところをもう一回しっかり洗い
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出しをして、町民がこの町に住んでよかった

と思えるように、また、福祉の町河北にふさ

わしい施策をぜひ講じていただくことをお願

いして、質疑を終わります。 

○漆山光春議長 以上で、４番佐藤修二議員の質

疑を終わります。 

   次に、「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 10ページ、３款１項１

目低所得者世帯の冬の生活応援事業扶助費で

すか、これまでの福祉灯油に5,000円を加えて

１万円を支援するという内容ですけれども、

支援の方法をこれまで灯油券、灯油だけでは

なくて電気代としても使えるようにしたらい

いのではないかというような議論があって、

そういう方向で町も考えているというような

ことがありましたが、灯油に限定しない使い

方ができる支援になるのかどうかお聞きして

おきたい。 

   ２点目は、10ページの４款１項１目オミク

ロン株対応型ワクチン接種についてでありま

すけれども、前に９月30日の全協で全体の予

定についてお聞きしましたが、その後、大枠

で変わりはないのかどうか。 

   それから、やはり、町民の方々からインフ

ルエンザ接種との関係でどうなんだろうかと

いう声があるんですけれども、その辺のイン

フルエンザ接種はそれはそれで従来どおりや

る、こちらのコロナワクチン接種はそれはそ

れで進めるみたいなことになるのかどうか、

それともここでこういうふうにマッチングさ

せるとか何かそういう方向があるのかお聞き

しておきたい。 

   以上、お聞きします。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 最初に、灯油購入費等助

成事業に関しましてですが、昨年度までは、

令和３年度までなんですが、福祉灯油券とい

う形で支援を行っておったところではござい

ますが、これが従来から懸案の事項といいま

すか、そういったものと捉えておりまして、

今年度からは、考え方としては現金で支給と

いうことを考えております。よって、より幅

の広いといいますか、用途に関しましては大

分広がったというふうなことから、より便利

に使っていただけるのではないかと思ってお

ります。 

   あと、オミクロン株の接種に関しまして、

まずインフルエンザとの関係ということでご

ざいますが、インフルエンザワクチンの接種

と同じ会場でどうのこうのというふうなこと

は特には考えてはおらないのですが、今回、

オミクロン株対応ワクチンとインフルエンザ

ワクチンなど、ほかのワクチンとの同時接種

ができるかどうかということに関してはご説

明させていただきます。 

   オミクロン株対応ワクチンはインフルエン

ザワクチンと同時接種が可能であります。イ

ンフルエンザワクチン以外のワクチンはオミ

クロン株対応ワクチンと同時に接種すること

はできません。その場合は、２週間以上間隔

を空けて接種するということになります。そ

のような展開ということで示されております。 

   以上でございます。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 補足でございますけれども、前

回の全協以降でオミクロン株のワクチン接種

について変更ないかという点でございます。 

   現在、県と調整中でございますけれども、

県のほうで、市町村におけるオミクロン株ワ

クチン接種の補完的な対応として、県が実施

する大規模接種事業ということで、今、11月

19日に実施する方向で調整中でございます。 

   対象は、規模としては500名程度、１日、午

前午後をかけて500名程度、体制は県のほうで

準備すると。町のほうは、会場と対象者への

接種事業の周知の協力をしてくださいという
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内容でございます。 

   500名の対象ですけれども、18歳から59歳で

オミクロン株を接種できる対象の方、つまり、

２回目ないしは３回目の接種完了から５か月

以上たっている方ということでございます。 

   申込み等も、直接実施主体である県のほう

に申込みをしていただくということになりま

すけれども、今、詳細詰めながら、広報等に

ついて検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

   なお、場所は町民体育館を予定させていた

だいているところでございます。 

   以上が、前回の全協以降で、ワクチン接種

に絡んだ動きでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 分かりました。 

   全協の折に、町長から３つ問題あるんじゃ

ないか調べてみますという中で、２回接種済

んでいないとオミクロン株対応が駄目なのは

どうしてかみたいなこともありましたが、あ

の辺は何か情報として把握されているかどう

かということと、あとは、今の低所得者世帯

のための生活応援事業でプラス5,000円分も

現金支給ということなのかどうか、ちょっと

確認しておきます。 

   先ほどの答弁でそれに触れていなかったの

で、一応確認しておきます。 

   以上、もう一度お聞きします。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 最初に灯油券のほうから

ですが、追加5,000円に関しましても現金支給

でございます。 

   あと、前回の全員協議会の中で課題という

ことで残ったところなんですが、オミクロン

株対応ワクチンが追加接種のみで、初回接種

として接種されないのはなぜかということだ

と思います。 

   オミクロン株対応ワクチンは、現時点では

追加接種として臨床試験がなされておりまし

て、追加接種用法のみで薬事承認がなされて

いるということでございます。今後、新たな

データが得られれば、初回接種の用法も含め

て薬事承認がなされるということも考えられ

ますが、現時点では薬事承認に基づきまして、

初回接種としては接種しないことというふう

になっています。 

   以上です。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 細かいところですが、

福祉灯油、元の5,000円と今回の追加の5,000

円は、もう一緒に１万円を現金支給というふ

うなわけですね。前の5,000円と今度の5,000

円、別々に２回に分けてというのではなくて

１回で支給するということかどうか確認して

おきます。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 １回で１万円ということ

で認識しておるところでございます。 

○漆山光春議長 以上で、10番木村章一議員の質

疑を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第76号令和４年度河北町一般会

計第６回補正予算については、原案のとおり

可決されました。 

○漆山光春議長 以上で、本臨時会に付議されま

した事件は、全て議了しました。 

   これをもって、令和４年10月河北町議会臨

時会を閉会します。 
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   お疲れさまでした。 

午前９時２２分  閉 会  

 

 

 

   会議の経過を記載し、その相違のないこと

を証するためここに署名します。 

   令和４年10月 

 

  河 北 町 議 会 議 長  漆 山 光 春 

 

  河北町議会署名議員  齋 藤   隆 

 

  河北町議会署名議員  佐 藤 修 二 
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